
①

第３次東御市総合計画・前期基本計画(素案)に対するパブリッ
クコメントの結果について、「C」の「ご意見として承ります」及び
「ご意見として承り、今後の検討の参考とさせていただきます」
は同じ反映区分であるが、どう処理されるのか明らかにすること
を提案。

②

第５次東御市行政改革大綱(素案)に対するパブリックコメントの
結果について、「C」「E」「ご意見として承ります」「いただいたご
意見は今後の参考にさせていただきます」は不整合であるの
で、どう処理されるのか明らかにすることを提案。

③

令和５年７月実施私のひとこと（提言№7-2）の回答に「施策とし
て反映できるか研究・検討していく内容の意見と判断し、今後
の参考」にするとあるが、今後の参考とはいつの施策になるの
か示して回答をすることを提案。

1-①

第３期東御市教育大綱（素案）及び第３期東御市教育基本計
画（素案）パブリックコメントの結果について、反映区分Cの今後
の参考とする内容について記載することを提案。

1-②
反映区分C及び反映区分Eについて、理解できる市の考え方を
記載するよう提案。

1-③
反映区分C、ご意見として承る内容及びどう活かすのかについ
て記載することを提案。

1-④

教育大綱基本方針を示すことについて、市の考え方として「ご
意見として承る」とあるが、基本方針を記載するか、削除の理由
を記載することを提案。

1-⑤

反映区分B、市の考え方『第2期教育基本計画の「実績」「成
果」「課題」「評価」を実施した評価シートを本計画の参考資料
に掲載します』というが、パブリックコメントになぜ添付しなかっ
たのか説明することを提案。

1-⑥
反映区分Ｅ、ご意見として承る内容について記載することを提
案。

市政への提言「私のひとこと」取りまとめ一覧表（2024年１月）

No
件名

（原文の件名と異なる場合があります）
提言の概要 所管課 回答内容

パブリックコメント「反映区
分」「市の考え方」について

企画振興課

　パブリックコメントに対する市の回答につきましては、市
報やホームページに掲載のとおり個別回答はいたしませ
んのでご承知おきください。
　なお、反映区分や回答の方法につきましては、今後庁内
で統一化するよう、周知・徹底を図ってまいります。

パブリックコメント「反映区
分」「市の考え方」について
【第３期東御市教育大綱
（素案）第３期東御市教育

基本法（素案）】

企画振興課

　パブリックコメントに対する市の回答につきましては、市
報やホームページに掲載のとおり個別回答はいたしませ
んのでご承知おきください。
　なお、反映区分や回答の方法につきましては、今後庁内
で統一化するよう、周知・徹底を図ってまいります。



市政への提言「私のひとこと」取りまとめ一覧表（2024年１月）

No
件名

（原文の件名と異なる場合があります）
提言の概要 所管課 回答内容

2-①

第3次東御市青少年健全育成計画(素案)パブリックコメントの結
果について、反映区分Cの今後の参考とする内容について記
載することを提案。

2-②

基本目標Ⅱ 「青少年の判断能力の向上とインターネットの適
正利用」の施策の方向性に「インターネット上の誹謗中傷」
「SNSに起因する犯罪被害」を加え、施策の展開に「(３)インター
ネット上の誹謗中傷に対する取り組み」「(４) SNSに起因する犯
罪被害に対する取り組み」を加えることを提案。

2-③

基本目標Ⅰ「 青少年のための安心・安全な地域環境づくり」の
「３施策の展開」「（３）薬物乱用」にオーバードーズへの取り組
みについて記載することを提案。

2-④

基本目標Ⅲ施策の展開（２）青少年の社会参加促進の「ひきこ
もりや若年無業者に対して、「生活困窮者自立支援制度」に基
づく生活就労支援センター“まいさぽ東御”及び青少年支援
チーム等と連携して情報発信と支援を図ります」はほかの計画
や取り組みであるので、計画の主体として記載することを提案。

2-⑤
反映区分E、ご意見として承る内容について記載することを提
案。

3-①

第１編第２章第３節「介護保険サービス受給者数の推移」図 
（グラフ）は、下表がデータとなっているが、表中の一部合計数
値が合わない。表の作成をエクセルで行い、整合性のとれた表
とすることを提案。

3-②

第１編第２章第３節「介護サービス給付費の推移」図について、
その他の合計が図中の足し上げと一致しないことに対して、市
の考え方では「四捨五入により、その内訳と一致しない場合が
ある」と記載している。「介護サービス給付費の推移」に関する
表「その他」の4項目の合計欄の整合性をとればこのような問題
は起きない。表をエクセルで作成することを提案。

3-③
反映区分C、今後の参考とする内容について記載することを提
案。

3-④

市の考え方で「端数調整のため、このような表記としていま
す。」とあるが、端数調整の必要を感じない、数値の誤りではな
いか。説明することを提案。

パブリックコメント「反映区
分」「市の考え方」について
【第3次東御市青少年健全

育成計画(素案)】

企画振興課

　パブリックコメントに対する市の回答につきましては、市
報やホームページに掲載のとおり個別回答はいたしませ
んのでご承知おきください。
　なお、反映区分や回答の方法につきましては、今後庁内
で統一化するよう、周知・徹底を図ってまいります。

パブリックコメント「反映区
分」「市の考え方」について
【東御市高齢者福祉計画・
第９期介護保険事業計画

（素案）】

企画振興課

　パブリックコメントに対する市の回答につきましては、市
報やホームページに掲載のとおり個別回答はいたしませ
んのでご承知おきください。
　なお、反映区分や回答の方法につきましては、今後庁内
で統一化するよう、周知・徹底を図ってまいります。

1
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（原文の件名と異なる場合があります）
提言の概要 所管課 回答内容

3-⑤

基本目標１の施策について、広義の位置づけが第3節「介護予
防・健康づくりの推進」であり、より重点的に取り組むべき施策
（第２節「フレイル予防の取組の推進」）を後に記載することを提
案した。「介護予防・健康づくりの推進」を先行させることを提
案。

2

東御市区長会資料2023年
事業費の44.2％繰越金過

大分の改善について
①

東御市区長会資料２０２３年決算書及び２０２４年予算書(案)に
ついて、2023年事業費の44.2％が繰越金であり過大である。事
業を執行しなかったか、過大に予算計上しているかどちらかで
あるため各区負担金の徴収不要など、不必要額を改善すること
を提案。

地域づくり支援室 　本意見があったことを東御市区長会へ伝えます。

①

年2回の自治推進委員会では東御市と行政区の役割の見直し
の検討を進めることは不可能である。「令和5年第2回自治推進
委員会」資料「市から選出をお願いする各種委員の一覧」等か
ら区に依頼する業務の見直しを行ったうえで、市政運営説明会
において、たたき台を示すことを提案。

地域づくり支援室

②
市政運営説明会で示した上記①のたたき台を、地域づくり懇談
会で討議することを提案。

地域づくり支援室

③
上記②の検討結果を第２回自治推進委員会を出発点として、
説明することを提案。

地域づくり支援室

3
東御市と行政区の役割の

見直しについて
　①～③の提言につきましては、ご意見として参考にしま
す。
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件名

（原文の件名と異なる場合があります）
提言の概要 所管課 回答内容

①

パブリックコメントの結果番号４について、「アクションプランで明
示」との市の考えだが、「計画の体系」及び「スポーツ推進のた
めの具体的施策」に主な関連計画を記載しないと連携の関係
が確認できず、もれても不明になるので訂正することを提案。

②

パブリックコメント結果番号５について、「関係課との調整とは、
策定にあたっての協議」だとすれば「協議」と記載すべきである
ことを提案。

③

「スポーツ関係団体等」は「連携・協働」と明確に記載しないで
「計画の実現を担う皆さんへの期待」としてしまうことで不明確に
なる。外部団体はｐ26では市民と同列であり、「意見聴取」「パ
ブリックコメント」に止まる点の訂正、意見聴取もパブリックコメン
トも市民からの矢印である点の訂正を提案。

④

策定体制について、「スポーツ推進審議会」と「文化・スポーツ
振興課」の関係は事務局であるため「調整」の表記について訂
正することを提案。

⑤
策定体制について、関係課等とは「連携、協働体制を一層強
化」であるため、「調整」の表記について訂正することを提案。

⑥

パブリックコメント結果番号６推進体制のメイン主体の明確化に
ついて、「図表計画の実現に向けた連携・協働体制」の一部修
正を示すことを提案。

⑦
第２期東御市スポーツ推進計画（素案）についてｐ21図とｐ26資
料２の整合性を図ることを提案。

⑧

スポーツ関係団体等で東御市スポーツ推進計画審議会に参
加し事業を受託し利益相反に該当する団体はないか検討する
ことを提案。

4

第２期東御市スポーツ推進
計画（素案）パブリックコメン

ト結果　について
企画振興課

　パブリックコメントに対する市の回答につきましては、市
報やホームページに掲載のとおり個別回答はいたしませ
んのでご承知おきください。
　なお、反映区分や回答の方法につきましては、今後庁内
で統一化するよう、周知・徹底を図ってまいります。
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No
件名

（原文の件名と異なる場合があります）
提言の概要 所管課 回答内容

①

長野県パートナーシップ届出制度について、東部人権セン
ターに、同パンフレットを配置するにとどまらず、長野県パート
ナーシップ届出制度に対応する行政サービス等を提供するに
あたり、住民、事業者及び職員が同制度や性の多様性への理
解を深めるため、東御市が、周知、啓発に取り組む内容のパン
フレットを市民課窓口に作成し、設置することを提案。

人権同和政策課
　市独自のパンフレットの作成は現在予定しておりませ
ん。

②

東御市の婚姻届の記入例について、「婚姻後の夫婦の氏・新
しい本籍」では「夫の氏」に印がされている。「どちらも選択しな
い」「婚姻後の氏欄の注意書きに選択した『婚姻後の氏』のい
ずれかをチェックしてください」等、東御市長に積極的改善措
置を推進することを2023年12月6日に申入れた。東御市長の積
極的改善措置を公表することを提案。

市民課

　本提言については、12月11日授受し、窓口で配布して
いる「婚姻届記入例」中「婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍」
について「夫の氏」のみにチェックしていたものを、「妻の
氏」にチェックしたものも設け、どちらでも選択できる「婚姻
届記入例」に改訂しました。
　これにより、婚姻後の氏の選択について、「男女の社会
における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼして
いる」ことについては、解消されていると考えます。
　ついては、現在ホームページにおいて、婚姻届の様式
のみを掲載していますが、窓口で配布している記入例に
ついても掲載してまいります。

①
性犯罪と東御市青少年健全育成条例との整合性を検討するこ
とを提案。

教育課

　性犯罪については、東御市青少年健全育成条例第24
条において、「何人も、青少年に対してみだらな性行為又
はわいせつな行為をしてはならない。」と規定させていた
だいております。

②
東御市はDBS（＝Disclosure and Barring Service）の導入につ
いて検討をはじめることを提案。

子ども家庭支援課

 　改正後の児童福祉法第18条の20の４において、 
・国は児童生徒性暴力等を行ったことにより保育士の登録
を取り消された者等（特定登録取消者）の情報に係るデー
タベースを整備すること、 
・都道府県知事は当該情報をデータベースに迅速に記録
すること、 
・保育士を任命し、又は雇用する者は、保育士を任命し、
又は雇用しようとするときはデータベースを活用すること、 
等が定められています。
　対象となる事業者について「義務付け」とするのは学校
や保育所、児童養護施設など公的な機関としているため、
当市においては令和６年４月１日からの運用に向けて、国
の「保育士特定登録取消者管理システム」説明会等に参
加し対応の準備をしているところです。

5

パートナーシップ制度パン
フレット、婚姻届記入例の

積極的改善措置　について

6
日本版DBSの検討、意見表

明等支援事業について
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No
件名

（原文の件名と異なる場合があります）
提言の概要 所管課 回答内容

③

2022年6月の児童福祉法等の一部を改正する法律（2022年第
66号）「意見聴取等措置」「意見表明等支援事業」(2024年4月
施行)の実現を提案。

子ども家庭支援課

　ご提案の「意見聴取等措置」「意見表明等支援事業」に
つきましては、都道府県において義務付けられたものです
が、「こどもの権利擁護スタートアップマニュアル」（令和５
年12月26日付こども家庭庁支援局長通知）を踏まえ、児
童相談所と連携を図ってまいります。

①

水道水の放射性物質検査について、東御市は測定を放棄、小
諸市及び佐久市は測定を継続していることを同じサイトで掲載
する意味を解説することを提案。

②
令和５年10月実施私のひとこと回答（提言№3-②）について、
過去の検査結果をどう考慮したのか回答することを提案。

③

信州ウッドパワー㈱の焼却灰からセシウム137が500Bq/kg超が
検出されている。同社火力発電所のバグフィルターから微小粒
子状物質(PM2.5)が外部環境の放出されており、微小粒子状
物質にセシウム137が付着している。過去の結果から現在が不
検出であることが証明できるのか回答することを提案。

①

第1回東御市まちづくり審議会で審議された「東御市市営合葬
式墓地の整備」における、答申は「多様化する墓地に対する
ニーズを充分把握し、墓地の整備以外の方法も含め、前向き
に検討すること」というものである。第4回同審議会でおこなわれ
た説明については、上記答申に沿うことが求められるが、その
説明が不十分であると考えるため、説明する側も、説明される
側も説明をやり直すこと、または補充することを提案。

②
パブリックコメントの実施についてはまちづくり審議会答申、ま
ちづくり審議会には答申にそった説明の添付を行うよう提案。

7
水道水の放射性物質検査

について
上下水道課

　提案①の小諸市及び佐久水道企業団測定結果のリンク
掲載は、市内に同水道事業体給水区域があり、その給水
区域水系での測定ではありませんが、情報提供として掲載
しています。
　提案②及び③につきましては、東日本大震災の影響を
調査するため実施したもので、実施から数年が経過し、そ
の影響がみられなかったため、調査を中断することとしまし
た。
　調査の再開については、今後、検討をいたします。

8
市営合葬式墓地の整備の
答申に即した説明について

生活環境課

　第1回東御市まちづくり審議会の答申に基づき、第４回
同会議において「多様化する墓地ニーズ」及び「墓地の整
備以外の方法」の２点について説明をさせていただきまし
た。
　また、現在実施中のパブリックコメントにおいては、ご指
摘のとおりまちづくり審議会の答申に沿った説明資料を添
付しております。



市政への提言「私のひとこと」取りまとめ一覧表（2024年１月）

No
件名

（原文の件名と異なる場合があります）
提言の概要 所管課 回答内容

①

令和6年1月19日に開かれた東御市自治推進員会の資料（31
ページ）『市内における開発事業について(４)-ク』について、項
目3の図中「②必要に応じて相談」のうち、「内容に応じて区へ
助言及び事業者と調整」は市を主動とした内容である。ついて
は、「内容に応じて区へ助言及び事業者と調整」に対応した矢
印【市→区・区民等】が欠如していると考えられるため、図示す
ることを提案。また同＜解説＞（32ページ）についても同様であ
る。

生活環境課

　同資料（31ページ）項目3の図中「②必要に応じて相談」
に対応した矢印の図示を提案とのことですが、ご指摘のと
おり「内容に応じて区へ助言及び事業者と調整」は市を主
導とした文章でありますので「市」から「区・区民等」への矢
印を追加いたします。

②

上記提言の資料（31ページ）項目3の図中について、「①事業
計画を策定し、区・区民等へ説明（説明会の開催等）」「③事業
計画同意・確認書に署名押印（必要に応じて事業者と協定締
結）」のやりとりに市が関わらず、事業計画同意・確認書へ区・
区民等が押印することで法的責任を担わせることに疑問を感じ
る。市の役割として、「市は内容を伺い、区へ助言、事業者との
調整等を行います」を図中①③に対応するよう追加し、矢印を
記載することを提案。

生活環境課

　事業計画同意・確認書へ署名および押印についてです
が、区および区民の皆様へ法的な責任を担わせることを
目的としたものではなく、事業者から事業計画が説明され
ていることを市が確認するために必要な手続きとなってお
ります。
　つきましてはご提言いただいた内容の記載はいたしませ
ん。

①

人権尊重のまちづくり審議会、文書館運営委員会は結果が新
着されていない。また2023年度結果のサイトに掲載もされてい
ない。審議会結果を掲載し、新着情報に掲載することを提案。

②

市ホームページの新着情報「東御市地域福祉計画推進委員
会(令和5年度)」は、「東御市地域福祉計画推進委員会(令和5
年度)結果を掲載します」とするとともに、市政全般＞計画・行
政＞審議会＞審議会等会議結果(令和5年度)に掲載し、同時
に新着情報とすることを提案。

③

市ホームページ「審議会等会議結果」の記載内容において、ま
ちづくり審議会第3回、空家等対策協議会第2回、図書館協議
会第2回等が審議会結果と連動していないので連動させること
を提案。

④ 「審議会等会議結果」と「新着情報」の連動の徹底を提案。

9

令和6年1月19日開催
自治推進委員会資料31

ページ『市内における開発
事業について』の記載事項

について

10

｢審議会等会議結果｣と｢新
着情報｣の連動の徹底　に

ついて
企画振興課

　「審議会等会議結果」と「新着情報」の掲載方法につきま
しては、庁内の部署によって掲載方法・時期等に差異が
生じることなく、かつ漏れなどが発生しないよう徹底するた
め、令和５年11月14日にホームページ担当者会議を開催
し、改めて各課のホームページ担当者へマニュアルを配
布し、掲載手順について周知、徹底を図りました。
　しかしながら、一部の部署においてマニュアルに沿った
掲載を実施していなかったことから、今後、着実に実施す
るため、再度各担当者へ改めて庁内周知を図り、徹底して
まいります。



市政への提言「私のひとこと」取りまとめ一覧表（2024年１月）

No
件名

（原文の件名と異なる場合があります）
提言の概要 所管課 回答内容

12 カーブミラーについて ①

住んでいる住宅地から市道に出る際、とても危ないのでカーブ
ミラーをつけてほしい。昔人身事故も起きた場所であり、下の方
にあるカーブミラーは死角があって信用できない。小さなミラー
でも良いので対策してほしい｡

建設課

　カーブミラーは、市道の見通しの悪い交差点に設置しま
す。
　当該箇所は、私道（個人所有地）からの出入口であり、
個人利用となるため、市では設置しておりません。
　個人（利用者）負担での設置は可能ですので、関係利用
者と相談し、設置箇所も含めご検討ください。市道内に設
置をご検討される場合は、建設課管理係へご相談願いま
す。

13
水道料金支払い方法につ

いて
①

市とのお金のやり取りに関し、決済方法の簡便化・多角化は主
に現在40代以下のこれからを担う世代の市民サービス向上に
つながると考えられるため、市民税がPayB等のアプリで対応で
きることと同様に、水道料金の支払い方法にPayBを追加してほ
しい。

上下水道課
　決済サービスにはご提言以外のものも様々ありますの
で、今後、導入を検討していきたいと考えております。

11
指定管理（業務委託）業者

の見直しについて
①

市では多くの組織・団体（企業）に指定管理（業務委託）契約を
しているが、「住民負担を最小限に、住民益を最大限に」の基

本視点に近づき、また援助団体の業績改善及び利益創出等が
望めるため、年度更新時に業者の見直しを行うことを提案。

総務課

　当市における指定管理者の指定期間は、指定管理者の
運営ノウハウを活用し、安定したサービスを提供する必要
があることから、１年間でなく５年間を標準に運用しており
ます。
　参考までに、令和３年度に総務省が実施した調査にお
いても、５年を採用する事例が最も多い状況（全体の
72.7％）であり、長野市ホームページに掲載されている情
報によれば、ご提案いただいた業者も５年間の指定管理と
なっております。
　当市における指定管理者の選定は、市のガイドラインに
基づき原則として公募いたします。応募者からの提案や運
営経費については、施設担当課が評価を実施した後に庁
内委員会で選定し、最終的に議会で決定する流れになっ
ております。
　本年度は、令和６年度から５年間を次期指定期間とする
指定管理者の更新年度にあたりますので、業者の見直し
を行うため、既に公募等により次期指定管理者を選定し、
令和５年東御市議会12月定例会において議決を受け決
定しております。次回の見直しと業者の選定は令和10年
度になる予定です。
　ご提言いただきました長野市の事例は、施設主管課と共
有して参考にさせていただきます。



市政への提言「私のひとこと」取りまとめ一覧表（2024年１月）

No
件名

（原文の件名と異なる場合があります）
提言の概要 所管課 回答内容

14
東御市役所の男性育休取

得促進について
①

「東御市役所での2023年度の取得率及び部署別の実績(男性
の育休取得者/男性育休対象者)」「東御市役所の取得率目標
と取り組み」をホームページや市報等で開示してほしい。
また、東御市において男性職員の育休取得促進へのどのよう
な取り組みをおこなっているのか教えてほしい。

総務課

　令和４年度分の男性育休取得率及び実績につきまして
は、市ホームページの「特定事業主行動計画」のページに
おいて、公表しております。令和５年度につきましては、実
績がまとまった段階で公表いたします。
　また、育児休業の目標とは異なりますが、令和３年度から
令和７年度までを期間とした「東御市特定事業主行動計
画（第２次）」において、仕事と家庭の両立を推進するた
め、男性職員の「配偶者出産休暇」及び「育児参加休暇」
の取得率を目標に掲げています。
　対象職員に育児休業のみならず休暇制度なども含めて
総合的な情報提供を行い、職員の意向に沿ったワークラ
イフバランスの確保に努めております。

15 ドッグランについて ①

愛犬の健康の為、飼い主の心身の健康の為に、芝生公園遊具
横の林の中に小中型犬用と大型犬用のドッグランを作ってほし
い。

建設課

　東御中央公園は、幅広い年代の皆様に安全に、安心し
てご利用頂くため、一定の利用ルールの中でご利用頂い
ております。
　ご要望のドッグランの設置につきましては、設置場所や
維持管理及び運営面から設置は困難なものと考えており
ます。



市政への提言「私のひとこと」取りまとめ一覧表（2024年１月）

No
件名

（原文の件名と異なる場合があります）
提言の概要 所管課 回答内容

①

市民の健康づくりを推進するために、湯の丸スキー場のシーズ
ンチケットについて、東御市に住民票がある人に対して割引す
ること、また湯の丸スキー場に提言することを提案。

健康保健課

　当市では、市民の健康づくり推進に関しては、ウォーキン
グや体操など日常生活における身体活動の増加促進、及
び健診を契機とした生活習慣の改善を中心に事業を展開
しているところです。
　今後も引き続き、これらに資するための各種教室や健
（検）診、保健指導等を中心に事業を実施していく考えで
あり、現時点では、市民の健康づくりを目的とした湯の丸ス
キー場の市民利用に対する割引等は考えておりません
が、今回いただいたご意見については関係課と共有させ
ていただきます。

②

新規就農者向け支援について、果樹を始めたい方々は、収穫
までに数年掛かり、その間、別の作物を育てて収入を得ること
が定説となっている。
市として今まで以上に担い手を確保するために、新規就農者
について東御市が管理・育苗させ数年経過した苗を有料で提
供することを提案。

農林課

　市では、就農を希望される方に対して、就農に関する相
談をはじめ、就農者住宅の提供や青年等就農計画策定
の支援、就農時の圃場の斡旋や、国の新規就農者育成
総合対策事業による経営開始資金や施設・機械等の導入
補助金の交付を行うほか、市独自の新規就農者補助制度
により果樹苗木の購入補助金の交付等も行い、新規就農
者の早期の営農定着に向けて支援を行っております。
　ご提案いただきました「市が管理・育苗させた数年経過し
た苗を有料で提供してはどうか」ですが、市は種苗法上の
種苗業者にはあたらず、果樹苗木の育成につきましては、
果樹での新規就農を志す者が、上記支援策を有効に活
用し、自身で育成を行うことが営農に必要な技術等を身に
つけるために重要と考えており、市で安易に育苗・提供等
を行うことは考えておりません。

以下、匿名もしくは回答不要

17
ポケモンマンホールについ

て
①

全国の自治体が、ポケモンマンホールで集客している。東御市
では、すでに雷電のマンホールがあり人気なため今後、ポケモ
ンの相撲キャラクターの「ハリテヤマ」「マクノシタ」のマンホール
も作ってみてはどうか。

上下水道課

18 就労証明書について ①

保育園の利用のため市に提出する就労証明書と、児童館・児
童クラブの利用のための就労証明書のフォーマットを統一して
欲しい。

保育課
教育課

16
健康づくりと農業の担い手

について
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（原文の件名と異なる場合があります）
提言の概要 所管課 回答内容

19 市民病院の対応について ①
市民病院での診察や検査などについて、もっと親切に対応して
ほしい。

市民病院

20 通学路について ①

田中小学校南側の通学路が狭いため道路を広くしてほしい。
体育館から児童館へ向かう道も歩道がないため子どもたちが危
ない。

建設課
教育課

21

信州ウッドパワーが操業す
る木質バイオマス火力発電

所について
①

火力発電所で焼却灰（＝放射性物質）が量産される事態につ
いて、市民、周辺住民の健康、環境に重大な悪影響があること
から、今後も市として管理・徹底してほしい。

生活環境課

22
新張交差点から原口公民
館へ向かう道路について

①

新張交差点から原口公民館へ向かう道路について、交差点に
一時停止の標識があるものの、年に何度も接触事故が発生し
ている。死亡事故が起きる前に対策をしてほしい。

生活環境課
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アレチウリについて ①

市道や県道の道端にアレチウリが繁殖していて景観が悪くなっ
ている。駆除活動に懸賞金をつけて市民の協力を図ってみて
はどうか。

生活環境課

駅前について ②

市内の高齢化や空き家対策として、田中駅前のビレッジハウス
（マンション）にエレベーターを設置して高齢者住宅にし、ゆう
ふる田中をコミュニティ広場にしてはどうか。

商工観光課

24
市内４小学校給食センター

について
①

給食は子どもたちの食育において非常に重要であるため、給
食センター建設について、新聞に出る前に、保護者や市民の
代表である議会と議論を尽くしてから進めてほしい。

教育課

25 防災士養成講座について ①

地域に防災士が多ければ、災害時の不便や問題の早期解消
ができ、市職員の負担も軽減されるため、東御市や近隣自治
体で防災士養成講座を受講できるようにしてほしい。

総務課

26 芝生公園の照明について ①
走ったりする際に危なく感じるため、芝生公園のナイター照明
をもう少し明るくしてほしい。

文化・スポーツ振興課
建設課

23


